
業務改善助成金 （通常コース） のご案内
「助成上限額」 と 「助成対象経費」 などを拡充しました
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※申請期限：令和５年３月３Ｉ日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（事業完了期限：令和５年３月３１日）
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を支給

　　　　　　　　　　　　　　　　　

人材育成・教育酬練など

中小企業・小規模事業者等が事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金） を３０円以上引き上げ、
設備投資等を行った場合に、 その投資費用の一部を助成する制度です。
この制度は令和４年１２月から改定され、 より活用の幅が広がりました。
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改定のポイント・

」ｉ：助成上限額の弓－き上げ
； ２． 助成対象経費の拡大

事業場規模３０人未満の事業者について、助成上限額を引き上げ

特例事業者の助成対象経国を拡充

助成対象を事業場規模１００人以下とする要件を廃止

申請期限を令和５年３月３１日まで延長

３． 対象事業場の拡大

４， 申請期限の延長

助成上限額．助成率 １
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・「生産性」 とは、 企業の決算習類から舞出した７人以上

　　

１００万円

　　

１２０ 万円

　　　

労働者・人当たりの付加価値を指します。助成
「生産性」とは、企業の決算習類から舞出した
労働者１人当たりの付加価値を指します。助成
金の支給申調時の直近の決算鴇類に基づく生産
性と、その３年度前の決算書類に基づく生産性
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等に、 加算して支給されます。
４５円以上 ！

　

４～６人

　

１００万円

　

１４Ｑ万円

　

， 助成金支給の流れ

　　　

…

　

７人以 上

　

１５０万円

　

，１６０万円
１０人じ 上※

　

１８０万

　　

：１８ ０

　　　　　　　　

交付申絹富・事業実施針回などを

６ ０

　

・ －－：‐ｒ「ｉｒｉす篇肇ず】－

　

事業場所在地を管轄する都道府県労働局に提出

　　　　

書壷・交付決定

交付決定後、提出した計画に沿って
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労働局に事業実施結果を報告
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交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です
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対象となる事業者

一般‐豊 ：）欠のどちらにも該当する事業場

①日本国内に事業場を設置している中小企業事業者
②事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が３０円以内

特例事業者：一般事業者のうち、 次の①、 ②、 ③のいずれかに該当する事業場
また、 ②または③に該当すると助成対象経費が拡大します。

①事業場内最低賃金９２０円未満の事業場
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…②売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近３か月間の月平均値が前年、前々年または３年前…
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の同じ月に比べて、１５％以上減少している事業者

…③原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前３か月間のうち任意の…

　

１か月の利益率が３％ポイント以上低下している事業者

設備投資 ・ＰＯＳレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

一部の
特例事業者は
助成対象経費が
拡大されます！

コンサルテイ ング

　　

専門家による業務フ□【見直しによる顧客回転率の向上

そ の 他

　　　　　

店舗改装による配膳時間の短縮

ｉ助成対象経費が拡大！

特例事業者のうち、 ②または③の要件に該当する場合は、 下記の経費も助成対象となります。

　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　　

　　

　

　　　　　　　　　　　

・パソコン、 スマホ、 タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

さらに・ 上記の助成対象経費に加え、 「関連する経費」も新たに助成対象となりました。国
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広告宣伝費、 汎用事務機器、 事務室の拡大、 机・椅子の増設など　　　

　

　　　　

　　　　　　　　　

　 　 　 　　

　　　　　　　　　　

　

※「関連する経員」への助成は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます。
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デリバリーサービスを行っている
飲食店が、機動的に配送できるよう
デリバリー用３輪バイクを導入

デリバリーサービスを幅広く周知す
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るための広告宣伝を実施
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関連する経費とは
生産性向上に資する設備投資等を行う取り組みに関連する
費用として、業務改善計画で計上された経費を指します。

（●考）働宣力改革推遣支援資金

日本政策金融公庫では、事業場内最低
賃金の弓－き上げに取り組む方に、般鏡
資金や運転資金の融資を行っています。
詳しくは、事業繍がある都達府県の日
本政策金融公庫の窓口にお問い合わせ
ください。

日本政策金融公庫
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注意事頂
・ 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
・ 予算の範囲内で交付するため、 申請期間内に募集を終了する場合があります。
・ 事業完了の期限は、 令和５ （２０２３） 年３月３１日です。
・ 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。

問い合わせ
業務改善助成金についてこ不明な点は、下記のゴー Ｍ ンターまでお問い合わせくださいｏ

　

園業務改善助成金コールセンター
電話番号：０１２０‐３６６‐４４０（受付時間 平日８：３０～１７：１５）

その他詳細は厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。
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